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生活上の事情から働く場所に制約をもつ労働者が増え，労働者の居住地選択に影響を及ぼ
す人事施策（以下では「当該人事施策」と呼ぶ）のあり方が問題になっている。そこで本
論では，当該人事施策がどう変遷し，それが人事管理をどう変えてきたのかを検討する。
主要な当該人事施策には採用にかかわる全国採用施策と配置にかかわる転勤施策がある
が，人事管理の基本構造に影響を及ぼすという点で注目されるのは，労働者に居住地の変
更を求める転勤施策である。転勤施策は社内における人材需給の調整，人材育成等をはか
る施策として一貫して重視されてきたが，転勤者を決定するにあたって労働者の意向や事
情を配慮する方向で変化してきている。このことは基幹的業務を担う総合職を対象にした
人事管理の基本構造，具体的には「誰をどの仕事につけるのか」を決める人材ポートフォ
リオを変えつつある。つまり，基幹的業務には居住地選択に制約のない転勤可能な労働者
を配置する伝統的な人事管理から，居住地選択に制約のある転勤のできない労働者も基幹
的業務に配置する人事管理へと，人事管理は段階的に変化しつつある。しかし，それに対
応する人事管理の形態は多様であるので，最後に企業事例を踏まえて，企業が現実にとり
うる人事管理タイプを明らかにしたうえで，人事管理が今後辿るであろう変化のプロセス
を展望している。

労働者の居住地選択をめぐる
人事施策とその人事管理への影響
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１　労働者の居住地選択と人事施策

　わが国企業は正社員とくに総合職型の正社員に
対して，「どこで何の仕事に就くのか」を決める
人事権を持ち，労働者の居住地選択に大きな影響
力を持つ人事管理をとってきた。しかし，ここに

きて家事，育児，介護等の生活上の事情から働く
場所に制約をもつ労働者が増え，労働者が「どこ
に住んでいるのか」「どこに住みたいと考えてい
るのか」に配慮しながら人事管理を行うことが必
要になっている。
　そこで本論では，労働者の居住地選択に影響を
及ぼす人事施策の現状とその変遷を明らかにした
うえで，その人事管理への影響を検討したい。そ
のためには，どの人事施策が労働者の居住地選択
にどのように，どの程度影響するかを捉える必要
があるので，まずは，居住地選択と人事施策の関
連をみるための枠組を整理しておきたい。
　労働者がどこに住むかは基本的には労働者の裁
量である。そういうと，たとえば通勤手当の支給
限度額を設けることによって企業は居住地を制約
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しているではないかと言われそうであるが，労働
者はその限度額を超えた費用を自己負担すればど
こに住むかは自由である。しかし，自己負担を回
避するために，多くの労働者は支給範囲内で居住
地を決めるかもしれない。
　つまり，労働者は居住地を自由に決定すること
ができるが，何らかの人事施策がその労働者の決
定に影響を及ぼしている。それでは，企業はなぜ
労働者の居住地選択に影響を及ぼす人事管理を行
うのか。それを検討するさいに大切な点は，すべ
ての人事施策が居住地選択に影響を及ぼすわけで
はないので，どの人事施策を検討対象とすべきか
を整理しておく必要がある。ここで問題にしてい
ることが居住地と就労場所との間の地理的あるい
は時間的距離（以下では両者を合わせて「地理的範
囲」と呼ぶことにする）であること，企業の就労
場所の決定が労働者の居住地選択に影響すること
から，就労場所の決定にかかわる以下の 2つの施
策が検討の対象になろう。
　第 1は，就労場所の決定に直接関与する採用と
配置にかかわる人事施策である。配置施策は「ど
こで何の仕事につくのか」を決める人事施策であ
るので分かりやすいが，採用については若干の説
明が必要だろう。企業は「どこで何の仕事に就
く」人材を，「外部労働市場のどこ」から採用す
るのかを決めて採用活動を行うので，採用は労働
者の就労場所の決定に直接関与する人事施策であ
る。さらに遠隔地から採用された労働者は居住地
を変えざるをえないことから分かるように，採用
は労働者の居住地選択に影響を及ぼす。
　第 2は，企業による就労場所の決定に労働者が
対応できるように，あるいはその決定を労働者に
受け入れてもらうために行われる「労働者を支援
する人事施策」である。具体的には，企業が決め
た就労場所に居住地から通勤するために，あるい
は，企業が決めた場所で就労するために居住地を
変更するために労働者が負担する費用を補助する
施策である。たとえば通勤手当等は前者に当た
り，転居に伴う引越費用の補助，転勤者のための
社宅の提供等は後者に当たる。

　
２　人事管理にとっての採用・配置範囲決定の意味

　このようにみてくると採用では，どの地理的範
囲から人材を調達するのか，配置では，どの地理
的範囲内の仕事に配置するのかが問題となる。企
業はこれらの地理的範囲を以下の 3 つの視点に
沿って決定する。
　第 1には，企業にとって地理的範囲を広域化し
たほうが「経営上のメリット」は大きい。それは
広い範囲から人材を調達したほうが適材を採用で
きるし，広い範囲で仕事を探したほうが適材を適
所に配置することができるからである。
　しかしながら第 2に，地理的範囲を拡大すると
採用，配置に必要とされる「コスト」は増加す
る。たとえば採用についてみると，地理的範囲が
広域化するほど募集にかかる費用は増加する。あ
るいは，就職するにあたって居住地を変える労働
者が増えるために，その労働者が負担する移動費
用や住宅費用を補助するための費用，つまり，そ
れがないと労働市場のなかで人材を広域的に採用
できないために必要となる費用が増加する。
　したがって第 3には，以上の「経営上のメリッ
ト－コスト」が最大化するように最適な地理的範
囲を決定する。このことを改めて整理すると次の
ようになる。地理的範囲を一単位広域化すると企
業が得られる「経営上のメリット」の増分を△
P，企業が負担する「コスト」の増分を△Cとす
ると，企業は△ Pが△ Cを上まわるかぎり広域
化を進めることになるし，逆の場合には狭めるこ
とになる。さらに重要なことは，「何の仕事につ
いてもらう人材なのか」「どのようなキャリアを
積んでほしい人材なのか」によって，つまり社員
タイプによって，地理的範囲の拡大に伴う△ P
あるいは△ Cが異なるため最適な地理的範囲が
異なることである。
　以下では，以上の 3つの視点にたって採用と配
置のそれぞれについて，居住地選択にかかわる人
事施策の現状と変遷について検討する。
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Ⅱ　採用施策についてみる

１　採用施策の諸類型

　採用施策を作成するにあたり，どの地理的範囲
から人材を調達するかは企業にとって重要な決定
であり，その決定は前述の 3つの視点に沿って行
われる。それを踏まえて現状の採用施策を整理す
ると次のようになる。なおここでは議論を単純化
するために，社員タイプは定型的業務を担当する
一般職と基幹的業務を担当する総合職から，人材
調達範囲は労働者のすべてあるいは一部が居住地
を変更することが必要になる広域型と必要がない
近隣型から構成されるとする。
　そのうえで現状の採用施策をみると，定型的業
務につく一般職については，近隣地域でも十分に
人材を確保でき，人材の調達範囲を広域化しても
「経営上のメリット」が増えないので企業は近隣
型の採用施策（以下では「地元採用施策」と呼ぶ）
をとる。それに対して基幹的業務につく総合職に
ついては，人材の調達範囲を広域化するほど適材
を採用できる，つまり「経営上のメリット」が増
加するので企業は広域型の採用施策（以下では
「全国採用施策」と呼ぶ）をとる。以上の社員タイ
プ，人材の調達範囲，採用施策の関連を整理する
と図 1になる。
　なお図 1のなかで一般職が全国採用施策の領域
に拡大して表現されているのは，近隣の労働市場
からでは予定人数を確保できないために募集地域
を全国に拡大する場合があるからである。同様に
総合職が地元採用施策に拡大しているのは，中小
企業等では地元から十分に人材を採用できる場合
があるからである 1）。
　こうした採用施策のなかで労働者の居住地選択

に影響を及ぼすのは総合職対象の全国採用施策で
あるので，以下ではその現状と変遷について検討
したい。

２　全国採用施策の現状と変遷

（1）現状は全国採用施策が主流
　全国採用施策の現状を把握するために，大手企
業における新規大卒者対象の採用施策をとりあげ
ることにする。ここで確かめたいことは，全国採
用施策を基本とするなかで地元採用施策がどの程
度浸透しているかである。ここで表 1を見てほし
い。これは，東京証券取引所第一部に上場してい
る大手企業がとる大卒新人対象の採用施策の現状
を示している。

表 1　大卒新人を対象にした採用施策の実施状況
（N=371 社，単位：％）

実施して
いる

実施を検討
している

実施／検討
していない 無回答

地方拠点での
独自採用  9.4 3.0 86.8 0.8

勤務地限定
正社員の採用 19.4 5.1 74.7 0.8

出所：労働政策研究・研修機構（2015a）

　「地方拠点での独自採用」は当該事業所で就労
することを前提に，地元の労働市場から人材を調
達する採用施策であると考えられるので地元採用
施策にあたる。また「勤務地限定正社員の採用」
も，本社の人事担当部門等が採用権限をもつこと
が多いことからすると人材を広域的に募集する施
策ではあるが 2），応募する労働者が居住地の近く
で就労することを希望し，企業もそれを尊重して
採用を決めることが多いと考えられるので地元採
用施策に当たると捉えていいだろう。
　そのうえで「地方拠点での独自採用」「勤務地
限定正社員の採用」を実施している企業の比率を
みると，それぞれ 9.4％，19.4％であり，表 1 で
は示していないが，両施策あるいは両施策のどち
らかをとる企業は 24.5％である。つまり大手企業
における新規大卒者に対する採用は全国採用施策
を基本としつつも，ほぼ 4社に 1社はそれに地元
採用施策を組み合せるという現状にある。
　

図 1　採用施策の諸類型

人材の調達範囲と人事施策タイプ
広域型 近隣型

全国採用施策 地元採用施策

社員
タイプ

一般職

総合職
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（2）全国採用施策の変遷
　それでは全国採用施策はどう変遷してきたの
か。大手企業を中心にして総合職については全国
採用施策を基本とするが維持されてきたと考えら
れるので，ここで問題になることは以下の 2つの
点である。第 1は総合職の採用数の変化である。
大卒者を総合職として採用する学歴別人事管理が
とられてきたことを踏まえると，労働者の高学歴
化が進むなかで，企業は総合職の採用数を，した
がって全国採用施策を拡大してきたと考えられ
る 3）。
　第 2は，勤務地を限定する勤務地限定正社員の
採用数の変化である。もし勤務地限定正社員の採
用を増やしていれば，企業は全国採用施策の基本
を緩和したことになり，就職にあたって居住地を
変更する労働者は減少してきたことになろう 4）。
このことをデータに基づいて客観的に把握するこ
とはできないが，企業事例をみると勤務地限定正
社員は増えていると考えられる。
　このようにみてくると全国採用施策を拡大する
動きと緩和する動きが共存してきたことになるの
で，企業のとる採用施策の変遷からみても，採用
施策が就職に当たって居住地を変更する労働者を
増やす方向で変化してきたのか，減らす方向で変
化してきたのかを確認することはできない。
　そこで，この変化の状況を労働者の就職にあ
たっての地域間移動から確認してみたい。労働政
策研究・研修機構（2015b）は，国立社会保障・
人口問題研究所が実施した第 7回人口移動調査の
二次分析を通して，進学と初職での就職に伴う地
域間移動の男女別，学歴別，年代別の特徴を明ら
かにしている。そこで総合職の典型的な対象者で
ある男性の大卒・大学院卒者をとりあげて就職に
伴う移動の特徴を年代別にみてみると，初職にお
いて正規職員として雇用された地方出身者は若い
世代になるほど，初職を地元とする者が増え，地
元以外が減少している 5）。この結果をみると，全
国採用施策によって居住地を変更する労働者は減
少しているようにみえる。しかし，この間に大
卒・大学院卒者が増加しているので，必ずしも居
住地を変更する労働者が減少しているとはいえ
ず，結局は，ここでも採用施策が労働者の居住地

の移動にどう影響したかを把握することはできな
い。

Ⅲ　配置についてみる

１　配置施策の諸類型

　採用施策と同じように配置施策においても，ど
の地理的範囲内で労働者を配置するかは企業に
とって重要な決定であり，それは前述の 3つの視
点に沿って行われる。それを踏まえて現状の配置
施策を整理すると図 2になる。ここでは配置施策
の現状を踏まえて，社員タイプはパート等非正社
員，勤務地限定正社員，総合職型正社員から，配
置範囲のタイプは同一事業所内で異動する事業所
内型，居住地の変更がない範囲で事業所間を異動
するエリア型，居住地の変更を伴う事業所間異動
を行う広域型から構成されるとしている。

図 2　配置施策の諸類型

配置範囲のタイプ
事業所内型 エリア型 広域型

社員
タイプ

パート等
非正社員 　

勤務地限定
正社員
総合職型
正社員 　

　図 2 をみると，パート等非正社員は事業所内
型，勤務地限定正社員は事業所内型からエリア
型，総合職型正社員は事業所内型から広域型が配
置範囲であり，この社員タイプと配置範囲の関係
は 2つの視点から決定される。
　第 1は，居住地の変更を受け入れることができ
る労働者であるかにかかわる視点である。パート
等非正社員あるいは勤務地限定正社員は居住地の
変更ができない労働者が，総合職型の正社員は居
住地の変更を受け入れることができる労働者が対
応する。
　第 2は，業務ニーズに合った人材をどう確保す
るのかにかかわる視点である。パート等非正社員
の定型的業務につく人材については，地元の労働
市場あるいは社内の近隣地から十分に調達でき，
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広域的な異動によって社内から調達する「経営上
のメリット」は小さい。そのため配置範囲のタイ
プは事業所内型になる。
　それに対して基幹的業務につく人材について
は，地元の労働市場からも社内の近隣地からも適
材を見つけることが難しく，配置範囲を広域化す
ることによる「経営上のメリット」は大きい。全
社的な範囲から適材を探すのであれば総合職型正
社員，特定エリアであれば勤務地限定正社員がそ
の対象になる。
　こうした配置施策のなかで労働者の居住地選択
に影響を及ぼすのは広域型であり，そのなかでも
労働者に居住地の変更を求める転勤施策である。
そこで以下では，転勤施策の現状と変遷について
検討したい。

２　転勤施策の現状と変遷

（1）転勤者数とその構成
　企業の転勤施策をみる前に転勤者の人数と構成
をマクロ的な視点から確認しておきたい。平成
14 年版，24 年版，29 年版の総務省『就業構造基
本調査』6）�は，現在の常住地に住み始めた時期と
そこに住み始めた理由について調べ，住み始めた
理由のなかに「自分の仕事の都合－転勤のため」
の選択肢を用意している。そこでここでは，この
理由で 1年以内に現在の常住地に移動した労働者
を「フローでみた転勤者」，過去 5年以内に移動
した労働者を「ストックでみた転勤者」と捉える

ことにする。そのうえで表 2をみると，転勤者の
人数と男女別・年齢別構成にはつぎの特徴があ
る。
　①�「フローベースでみた転勤者」は約 60 万人
（平成 29 年 61 万人，平成 14 年 66 万人）であ
り，その対正社員比率は約 2％（同 1.7％，
1.9％）である 7）。つまり毎年，正社員のほぼ
50 人に 1人が転勤していることになるので，
その人数規模は小さくない。さらに「ストッ
クベースでみた転勤者」は約 190 万人（両年
とも 187 万人）であり，その対正社員比率は
両年とも 5.4％である。

　②�「フローベースでみた転勤者」の構成につい
てみると，性別には男性が圧倒的に多い。年
齢別には，30 歳代を中心にして 20 歳代から
40 歳代が多く，男性は同様の傾向がみられ
るが，女性は企業が独身者を転勤の主な対象
者としているために 20 歳代から 30 歳代が多
い。

　③�「フローベースでみた転勤者」の平成 14 年
から 29 年までの 15 年間の変化をみると，転
勤者数に目立った変化はないが，その背景に
は男性それも 30 歳代の男性が大きく減少し
ているのに対して，20 歳代～40 歳代を中心
にして女性が増加していることがある。

　このようにみてくると企業の転勤施策はこの間
に，正社員の約 2％を対象にする点では変わらな
いものの 8），ワークライフバランスが問題になる

表 2　転勤者数とその性別・年齢別構成
（単位：人）

平成 14 年 平成 29 年 平成 29 年－平成 14 年

総数 総数 合計男性 女性 男性 女性 男性 女性

フローベースで
みた転勤者

総数 658,300 595,900 62,400 614,300 518,600 95,600 △�44,000 △�77,300 33,200
15～19 歳 2,000 1,100 900 3,200 2,600 500 1,200 1,500 △�400
20 歳代 183,400 150,200 33,200 178,000 133,000 45,000 △�5,400 △�17,200 11,800
30 歳代 235,700 216,900 18,800 193,200 165,700 27,600 △�42,500 △�51,200 8,800
40 歳代 136,800 131,200 5,800 131,500 117,100 14,400 △�5,300 △�14,100 8,600
50 歳代 94,600 91,300 3,300 96,400 90,200 6,200 1,800 △�1,100 2,900

60 歳代以上 5,800 5,300 500 11,900 10,100 1,800 6,100 4,800 1,300
ストックベースで
みた転勤者 総数 1,873,900 1,703,800 170,100 1,871,800 1,574,100 297,600 △�2,100 △�129,700 127,500

注：�「フローベースでみた転勤者」と「ストックベースでみた転勤者」は平成 14 年では「平成 13 年 9 年 10 月～14 年 9 月」「平成 9年 10 月～14
年 9 月」，平成 29 年は「平成 28 年 10 月～29 年 9 月」「平成 24 年 10 月～29 年 9 月」の間に転勤した者である。

出所：総務省『就業構造基本調査』（各年版）
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30 歳代を中心に男性を減らし，独身者を中心に
20 歳代～40 歳代の女性を増やす方向で変化して
いることが分かる。

（2）転勤施策の現状と変遷
　それでは以上の転勤者の現状と変遷の背景に
は，どのような転勤施策があるのか。図 3で示し
た観点からみると，転勤施策に次の特徴があるこ
とが明らかにされている。
　

図 3　転勤施策作成の流れ

転勤対象者群を形成する

転勤ルールを作成する

転勤の基本方針を立てる

転勤支援策を作成する

　第 1の「転勤の基本方針」については，人材の
需給調整，人材育成，組織の活性化をはかること
を主な目的として転勤施策を行い，本人の事情や
意向に一定の配慮を払うものの最終的には企業が
転勤を決定する。この基本方針には大きな変化は
見られないと考えられ，たとえば労働政策研究・
研修機構（2017）によると，「転勤命令は会社主
導ですべて決められている」に「近い」あるいは
「やや近い」とする企業は 79.7％に上っており，
現状でも「最終的には企業が決める」が大勢を占
めている。
　第 2の「転職対象者群の形成」については，正
社員の勤務地を限定する正社員（つまり勤務地限
定正社員）と勤務地に限定のない正社員（総合職）
に分け，後者を転勤対象者群とする。この施策の
考え方に変化は見られないが，勤務地限定正社員
制度をとる企業が増え転勤対象群は相対的に縮小
していることが考えられる。しかし，勤務地限定
正社員は従来の転勤のない一般職に当たる新しい
名称の社員であること，あるいは従来の一般職か
ら勤務地限定の総合職に転換した社員であること
が珍しくないので，勤務地限定正社員が増えたか

らと言って必ずしも正社員に占める転勤対象者の
割合が低下するとは言えず，結局は，企業が転勤
対象者群を拡大あるいは縮小する方向で転勤施策
を変えてきたかを確認することは難しい。
　第 3の「転勤ルールの作成」では主に 2つのこ
とが問題になる。まず，前述した「転勤の基本方
針」に基づいて「本人の事情や意向をどのように
確認し，それを転勤決定のさいにどのように配慮
するのか」という「転勤者の選定」にかかわる
ルールである。本人の事情や意向の確認について
は，自己申告制度等の本人が事情等を申し出る制
度や人事部門が事情等について確認する取り組み
はすでに広く普及している 9）。また表 3の「2021
年」の欄で示したように，8 割前後（一般社員
81.6％，管理職 77.3％）の企業が「配慮する」とし
ているので，転勤者の選定にあたり本人の事情や
意向を配慮することは一般的なルールになってい
る。

表 3　�「転勤者選定における本人事情へ配慮」
実施企業比率

（単位：％）

一般社員 管理職
2021 年 81.6 77.3
2007 年 69.1 65.8
出所：労務行政研究所（2021）

　
　さらに重要なことは，こうした労働者の事情や
意向を配慮する動きが強まっていることである。
表 3 をみると，2007 年から 2021 年の 14 年の間
に一般職，管理職ともに「配慮する」企業が 10
ポイント以上増えている。「最終的には企業が決
める」は変わらないものの，企業は転勤者を選定
するにあたって本人の事情や意向を配慮する方向
で転勤ルールを確実に変えてきている。
　もう 1つは「内示から赴任までの手続き」にか
かわるルールであり，内示の時期，発令から赴任
までの期間，赴任期間等にかかわるルールがその
主な内容である。その現状は労働政策研究・研修
機構（2017）と労務行政研究所（2021）で詳細に
明らかにされているが，それがどのように変化し
てきたかについては確認できない。
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（3）転勤支援策の現状と変遷
　最後の転勤施策は，Ⅰのなかで説明した「労働
者を支援する人事施策」に当たる，労働者の転勤
に伴う経済的な負担を支援するための「転勤支援
策の作成」である。企業は転勤支援策としてさま
ざまな手当等を支給しているが，労働政策研究・
研修機構（2017）よると，実施企業比率からみた
主なものは「転勤にかかわる支度料」（実施企業
比率 73.5％），「転勤交通費」（65.1％），「転勤先で
の社宅提供（家賃補助含む）」（68.6％），「単身赴任
手当」（64.1％），「単身赴任者に対する帰省旅費」
（55.1％）である 10）。これらのなかで転勤期間中に
継続して支給され，企業にとって費用負担の大き
いのは「転勤先での社宅提供」（以下では「転勤社
宅提供」と呼ぶ）と「単身赴任手当」であるので，
以下ではこれら 2つの転勤支援策の現状と変遷を
確認したい。
　まず単身赴任手当の支給状況を示した表 4をみ
てほしい。これは転勤施策が広く浸透していると
考えられる大手企業（従業員規模 1,000 人以上）の
2004 年から 2019 年までの 15 年間の変化をまと
めたものである。これをみると手当の制度を有す
る企業も，手当を支給した企業も減少している
が，支給した労働者 1人当たり平均支給額は増加
し，その結果としての賃金全体に占める手当の比
率（労働者 1 人当たり支給額の対所定内賃金比率）
は 0.4％前後で推移している。なお全従業員規模
の結果をみても，制度を有する企業比率（たとえ
ば 2019 年は 13.7％）や支給した企業比率（同
13.1％）の水準が低いものの，ここ 15 年間の変化
は上記の大手企業と同様の傾向を示している。つ
まり単身赴任手当を支給する企業は減少しつつあ
るものの，支給する企業では単身赴任者に支給す
る手当額を増やすことで単身赴任を支援する施策
を強化しているといえそうである。

　つぎの転勤社宅提供の支援策については，デー
タをもって現状と変遷を直接把握することは難し
い。そこで，ここでは 2つのデータを示しておき
たい。1つは社宅（自社保有社宅あるいは借り上げ
社宅）を保有する企業割合である。人事院『民間
企業の勤務条件制度等調査』によると，詳細な
データは省略するが，同割合は 2005 年から 2017
年の間 80％前後で安定的に推移している。
　もう 1つは，社員の住宅費を支援するための福
利厚生費用である。表 5によると，企業全体をみ
ても，従業員規模 1000 人以上の大手企業をみて
も，法定外福利のなかの「住居に関する費用（社
宅と持ち家に関する費用）」は急速に減少しており，
2021 年は 2002 年のほぼ半分の水準である。この
ことは日本経済団体連合会（2020）でも確認でき，
福利厚生における「住宅関連費」の現金給与総額
に対する比率は 1980 年の 2.65％から 2019 年の
2.13％まで一貫して低下している 11）。
　

表 5　�法定外福利のなかの「住居に関する費用」
の労働費用総額に対する比率

（単位：％）

年 全体 大手企業
（従業員 1,000 人以上）

2002 1.13 1.64
2006 1.03 1.44
2011 0.99 1.48
2016 0.74 1.06
2021 0.61 0.88
出所：厚生労働省『就労条件総合調査』（各年版）

　
　このようにみてくると，企業はこれまでと変わ
らず社宅は保有するが，「住居に関する費用」あ
るいは「住宅関連費」は縮小するとの対応をとっ
てきたことが分かる。つまり企業は費用を削減
し，社宅の規模を縮小するなかで，社宅を提供す
る労働者を転勤者に絞るとの対応をとってきたの
ではないかと思われる。事実，社宅に入居する対

表 4　単身赴任手当・別居手当等の支給状況（従業員規模 1,000 人以上）

調査年 所定内賃金（円） 制度が有る企業比率
（％）

支給した企業比率
（％）

労働者 1人当たり支給額の
対所定内賃金比率（％）

支給した労働者 1人当たり
平均支給額（円）

2004 356,096 71.0 70.2 0.3 44,341
2009 385,387 70.9 72.1 0.5 42,761
2014 358,323 63.4 66.9 0.4 48,949
2019 359,600 66.7 66.6 0.4 47,600

出所：厚生労働省『就労条件総合調査』（各年版）
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図 4　人事管理の諸タイプ

象者を限定する企業の場合には，その約 9割の企
業が転勤を条件としている 12）。
　さらに，その動きは正社員と非正社員の間の
「不合理な待遇差の是正」が法的に問題になるに
伴い加速すると予想される。それは社宅が正社員
に提供され，非正社員に提供されないという待遇
差の合理性を担保するために，社宅は転勤に伴う
生活上の困難を支援するために正社員に提供する
という方向で社宅政策を見直す企業が増えると予
想されるからである。
　

Ⅳ　転勤施策と人事管理 13）

１　人事管理の諸タイプ

　これまで労働者の居住地選択に影響を及ぼす人
事施策の現状と変遷を採用と転勤の面からみてき
たが，両者のなかで人事管理の基本構造に大きな
影響を及ぼすのは転勤施策である。それは転勤施
策が採用施策と異なり雇用している労働者を対象
にする施策であるということもあるが，それ以上
に重要なことは，労働者の事情や意向を配慮する
方向で変化し，それが人事管理の基本構造を変え
つつあるからである。
　図 4はその動きを整理したものである。なお図
4を見るに当たっては，つぎの 2つの点に注意し
てほしい。第 1に，図 4は理論的に考えられる人

事管理タイプを網羅的に示したものではなく，先
進的な企業の取り組み事例に基づいて，現実に起
きていることを人事管理タイプとしてモデル的に
表現したものである。
　第 2は図 4の見方に関することである。まず業
務レベルを管理的業務と基幹的業務に分け，前者
を担当する社員を「経営職」，後者を担当する社
員を「総合職」としている。さらに働く場所等に
制約がある（つまり，転勤のできない）社員を「制
約社員」，制約のない（転勤ができる）社員を「無
制約社員」としたうえで，経営職は無制約社員，
総合職は無制約社員の場合も制約社員の場合もあ
ることを前提にしている。また，無制約社員と制
約社員のどちらの社員が，どの範囲の基幹的業務
を担当するのかの観点からみた総合職の基本とな
るタイプを「総合職・基本タイプ」と呼んでい
る。
　まずＡ型は伝統型の人事管理である。そこで
は，正社員を基幹的業務につき，将来の経営職に
昇進することが期待される総合職と定型的業務に
つく一般職に区分し，総合職には無制約社員，一
般職には制約社員を割り付ける人事管理がとられ
ている。したがって図 4では，最上位の基幹的業
務まで担当する無制約社員が総合職・基本タイプ
となっている。
　これに対してＢ型では，Ａ型の基本を維持しつ
つ，育児，介護等の事情で転勤が難しくなった総
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合職に対して転勤を時限的に免除する人事管理が
とられている。ここで注意してほしいことは，時
限的に制約社員になることが想定されているの
で，総合職・基本タイプは無制約社員に対応して
いることである。
　つぎのＣ型はＢ型と異なり，制約社員も無制約
社員も総合職・基本タイプとしている点に特徴が
あり，制約社員の総合職・基本タイプは従来型の
総合職と同等の仕事につく勤務地限定正社員に当
たる。ただし無制約社員と制約社員は異なる採用
区分やキャリアトラックをとる異なる総合職・基
本タイプであり，制約社員の担当する基幹的業務
のレベルの上限（つまり，それは昇進上限）は無制
約社員より低く設定されている。また生活上の事
情等で制約なく働くことが難しくなった無制約社
員は時限的に制約社員の総合職・基本タイプに転
換する。
　無制約社員，制約社員ともに総合職とし，両者
を異なる総合職・基本タイプとするという点では
Ｃ型の基本を維持しつつ，両タイプのキャリアト
ラックを同じにするのがＤ型である。そのため両
者間に昇進上限の格差は設けず，両者間の転換は
柔軟に行われる。最後のＥ型は総合職・基本タイ
プを制約社員とする点で他の人事管理タイプと異
なる考え方をとり，転勤は業務上やむを得ず，し
かも本人の同意が得られた場合に限られる。

２　転勤施策と人事管理タイプの変化

　それでは，以上の人事管理の諸タイプは企業に
どの程度採用されているのか。この観点から人事

管理を調べた調査がないので，その現状を正確に
知ることはできない。そこで総合職についての表
6のデータを用いて，各人事管理タイプをとる企
業のおおよその構成を把握してみたい。
　まず，ここで取り上げる人事管理タイプは，転
勤のあることを前提に作られているので，「転勤
あり」とする約 6割（61.2％）の企業が対象にな
る。そのうえで各タイプについてみると，Ｂ型は
「（勤務地限定正社員への転換を含まない）転勤免除
制度あり」（3.4％）がほぼ対応する。Ｃ型とＤ型
は勤務地限定正社員制度をもつ企業に対応し，両
型の違いは制約社員と無制約社員の間に昇進上限
に違いがあるか否かにある。そこで勤務地限定正
社員が部長以上に昇進できるのであれば昇進上限
に違いはないと捉えると，Ｃ型は「勤務地限定正
社員制度について」の欄に示した「制度あり－昇
進上限・課長以下」（11.4％），Ｄ型は「制度あり
－昇進上限・部長以上」（3.8％）に当たる。さら
にＥ型は極めて少ないと考えられるので，Ａ型は
「転勤あり」企業のなかのＢ型～Ｄ型以外の企業
が対応する。
　このようにみてくると，全企業のなかで「転勤
のある」企業は約 6割であり，その内訳はＡ型が
4割程度，Ｂ型とＤ型は 5％弱，Ｃ型は 1割程度，
Ｅ型は極めて少ない，という構成になろう 14）。
　人事管理の現状と変遷を理解するには，さらに
人事管理の諸タイプ間の関係についてもみておく
必要がある。企業はそれぞれの事情に合った人事
管理タイブを選択することになるとは思うが，こ
れまでの企業の制度改革の動きをみると，人事管

表 6　総合職における転勤と勤務地限定正社員制度の現状
（単位：％）

転勤について
転勤あり　61.2

転勤なし　27.1
転勤免除制度あり　3.4

勤務地限定正社員制度について
制度あり　15.8

制度なし　82.3
昇進上限・課長以下　11.4 昇進上限・部長以上　3.8

注：1）総合職と勤務地限定正社員制度は次のように定義されている。
　　　 ・総合職～基幹的な業務，企画立案等総合的な判断を要する業務に従事する業務制限がない雇用区分
　　　 ・勤務地限定正社員制度～総合職のなかで勤務地に一定の制限のあるものの雇用区分
　　2）�表中の「転勤あり」は「総合職のほとんどが転勤の可能性がある」「総合職でも転勤をする者の範囲は限られる」の回答企業，

「転勤なし」は「転勤はほとんどない（転勤が必要な事業所がない）」の回答企業に対応している。
　　3）�表中の比率は，1852 社に対する構成比率である。また「不明」回答の比率を省略しているので，たとえば「転勤あり」と

「転勤なし」の合計は 100％にならないので注意してほしい。
出所：労働政策研究・研修機構（2017）
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論　文　労働者の居住地選択をめぐる人事施策とその人事管理への影響

理は伝統型のＡ型から始まり，伝統型の改善タイ
ブといえるＢ型あるいはＣ型を経て，新しいタイ
プのＤ型あるいはＥ型に向かうというプロセスに
沿って変化すると予想される。
　これまで，転勤施策の観点からみると人事管理
にはどのようなタイプがあり，それらの間にどの
ような関係があるのか，さらに各人事管理タイプ
はどの程度採用されているかを検討してきたが，
ここではデータの制約等から概況を把握するにと
どまった。
　労働者の居住地選択に大きな影響を及ぼす転勤
施策がどう変化し，それが人事管理をどう変えて
いくのかを理解するには，本稿のなかで取り上げ
た視点にたって，どのような企業がどの人事管理
タイプをどの程度採用し，大勢として企業はどの
人事管理タイプを採用しているのかを継続的に確
認することが求められる。今後の研究成果の蓄積
を期待したい。
　さらに，もう 1つ考えておかねばならないこと
がある。ここまでは，労働者の居住地選択は企業
による就労場所の決定に制約されることを前提に
議論してきた。しかし，コロナ禍を契機に拡大し
ているリモートワークが企業のなかで広く定着す
ると，労働者は居住地を就労場所にとらわれるこ
となく選択できるようになる。その場合には，居
住地選択にかかわる人事施策と，その人事管理へ
の影響はこれまでとは全く異なることになると予
想される。この点もこれからの大きな研究課題に
なろう。

 1）中小企業が主に地元採用施策をとることは知られた事実であ
るが，その現状を丁寧に調べた参考になる調査は少ない。ここ
ではとりあえず労働政策研究・研修機構（2014b）を紹介して
おく。
 2）労働政策研究・研修機構（2015a）によると，ほぼ 8割の企
業が勤務地限定正社員の採用権限の所在は本社（本社人事担当
部門 73.6％，本社事業担当部門 4.4％）にあるとしているので，
大手企業においては勤務地限定正社員の採用は本社権限のもと
全社一括で行われているとみてよいだろう。
 3）このように企業が全国採用施策を拡大したからといって，就
職にあたって居住地を変える労働者が必ずしも増えたことには
ならない。それは，居住地の変更を望まない労働者が増えれ
ば，全国採用に応募しない労働者が増えるからである。事実，
就職を決めるにあたって地元定着を指向する労働者が増えてき
たことはよく知られている。
 4）この記述には概ね間違いはないと思うが，勤務地限定正社員
として採用されたすべての労働者が居住地の変更を伴わないと

は必ずしも言えない。それは勤務地限定正社員制度があくまで
も雇用している労働者を対象にしている制度であるうえに，前
述したように，本社が採用権限を持つことが多いため遠隔地か
ら労働者を採用することがありうるからである。
 5）この点については，労働政策研究・研修機構（2015b：38）
を参照してほしい。なお，ここでいう地方出身者とは，東京圏
（東京都，神奈川県，埼玉県，千葉県），名古屋圏（愛知県，岐
阜県，三重県），大阪圏（大阪府，兵庫県，京都府，奈良県）
以外の地域を出身地とする者のことである。
 6）転勤の状況をマクロ的な視点から継続的に調べた統計はほと
んどなく，ここで用いる総務省『就業構造基本調査』は転勤者
数とその構成を知ることができる唯一の統計である。また，厚
生労働省『就労条件総合調査』も転勤について調べているが，
その内容は企業が転勤を行っているか否かを調べるにとどまっ
ているうえに，調査期間は平成 2年～16年に限定される。
 7）「フローベースでみた転勤者」は対正社員比率で約 2％とい
う人数規模はリクルートワークス研究所（2020）でも確認さ
れている。それによると 20 歳から 59 歳までの正社員のうち
2019 年 1 年間に転勤を経験した者は 2.2％と推定されている。
なお表 2で示した総務省『就業構造基本調査』の結果よりやや
高めの値になっているのは，10歳代と 60歳代以降の正社員が
除外されているためと考えられる。
 8）企業を対象にした他の調査結果をみても転勤者数に変化はな
いというのが大勢であり，少なくても企業が転勤者を減らす方
向で転勤施策を変更してきているということはなさそうであ
る。たとえば，企業の転勤施策の内容を詳細に調べている労働
政策研究・研修機構（2017）をみると，過去 3年間の国内転
勤者数は「横ばい」が 64.3％と大勢を占め，増加（「増加」+
「やや増加」）は 25.5％，減少（「減少」+「やや減少」）が 6.3％
である。
 9）たとえば労働政策研究・研修機構（2017）によると，「社員
本人・社員の家族的事情を踏まえた転勤に関する配慮を申し出
る制度・機会（自己申告制度や目標管理制度の面接機会など）」
が「ある」とした企業は 83.7％，「転勤を実施するに先立って，
事前の人事ヒアリングで転勤に支障になる事情の聴取」が「あ
る」とした企業は 76.1％（「必ず転勤対象全員に行う」37.2％
+「転勤配慮を求める者のみに行う」38.9％）にのぼる。
10）この「労働者を支援する人事施策」の詳細については，労務
行政研究所と産労総合研究所が一定の期間をおいて継続的に調
査している。前者については労務行政研究所（2021）を参照
してほしい。後者については，「転勤者への福祉施策に関する
調査」等の名称で 2004 年，2007 年，2013 年，2019 年に調査
が行われており，最新の調査結果については産労総合研究所
（2019）を参照してほしい。
11）社員の住宅費用を支援するという点では同じ趣旨の施策であ
るものの，所定内給与の一部を構成する住宅手当は福利厚生の
なかの「住居に関する費用」と異なり，企業の施策に目立った
変化はみられない。たとえば厚生労働省『就労条件総合調査』
によれば，支給企業比率，所定内賃金に占める比率，支給した
労働者 1人当たり平均支給額のいずれをみても 2004 年から
2019 年の間にほとんど変化が見られない。
12）このことは人事院『令和元年　民間企業の勤務条件制度等調
査』によっている。それによると，社宅があり，転勤がある企
業のうち入居者を限定している企業は 75.9％であり，それらの
企業の 89.6％が「転勤」を条件としている。なお「転勤」につ
ぐ入居条件は「新規採用者」（42.2％），「独身・単身者」
（33.5％），「若手層社員」（25.6％）であり，社宅の主要な対象
層を転勤者と独身寮等に入る若手社員に絞るという施策がとら
れている。
13）この節は今野（2017）のなかの「3-転勤の「変革の波及性」
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と人事管理の方向」（今野 2017：73-79）に加筆修正を加えた
ものである。
14）表 6に示した「勤務地限定正社員制度」の設問は全サンプル
企業（1852 社）を対象にしたものであり，「転勤あり」企業を
対象にした設問ではない。しかし集計結果をみると，「転勤な
し」企業にはほぼ勤務地限定正社員制度がなく，勤務地限定正
社員制度をもつ企業は「転勤あり」企業のなかにあると考えて
よい。ここの人事管理タイプの構成に関する記述はこのことを
前提にしている。
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